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武⼒紛争法の危機？ 
ロシア・ウクライナ戦争の提起する問題 

1 はじめに 

1.1 新しい戦争 or 新しい手段による伝統的戦争 

2022 年 2 月 24 日に「新たな局面」に入ったロシア・ウクライナ戦

争は、安保理常任理事国による公然たる侵略行為として世界に衝撃

を与えました。さらに侵略の過程で行われた、ロシアによる、市街

地に対する無差別攻撃や占領地における文民の虐殺など、多数の深

刻な武力紛争法違反は、この法が未だに脆弱であることを明らかに

しました。この戦争の実行を見渡したときに、武力紛争法にある種

の危機が訪れているというのは事実でしょう。ただし、誤解しては

ならないのは、この武力紛争法の危機は、いくつかの性格の異な

る、複数の「危機」として捉えるべきだということです。 

どのような「危機」であるのか整理し検討する前に、強調してお

きたいことは、今般の戦争が、新しい戦闘態様を援用しながら行わ

れる、最も古典的な戦争、小泉悠氏の言葉を借りるならば「舞い戻

ってきた大戦争」と評価される点です。昨年 2 月 24 日以前は、ロ

シアによる、いわゆる「ハイブリッド戦争」が注目されていまし

た。ハイブリッド戦争は、論者によって定義に幅がある概念です

が、伝統的戦争と戦争以外の手段とのハイブリッドな抗争であると

いう中核が想定されます。その観点から言えば、昨年 2 月 24 日以

降の戦争は、圧倒的に伝統的手段に重心があり、戦争以外の非伝統

的手段の重みは歴史的にみて特異なほど重いわけではありません。

結局、昨年 2 月 24 日に始まったのは、火力を大量動員し、国民を

総動員しながら進撃と占領、反撃と再占領を繰り返す伝統的地上戦

そのものです。確かに、宇宙空間やサイバー空間での活動、無人



 2 

機・無人艦艇の利用など新しい技術が利用されております。が、戦

争の名目や目的においても、その実態においても、この戦争が伝統

的戦争だという評価は正しいと思われます。 

 

1.2 武力紛争法への問題提起 

そのような第 2次世界大戦以来初となる規模で、対等に近い戦力

によって行われるこの戦争は、戦後の武力紛争法の発展において結

論がでないまま、また、結論がでたとしても非常に問題の多い結論

として「放置」されてきた論点を浮かび上がらせています。二度の

大戦の実行を受けて 1945年から 77年までの間に、戦闘の方法手段

に関する規制について国家間で交渉が続きました。その結果、第一

追加議定書（API）の成立をみたわけですが、いくつかの重要な規

定が、対立する陣営間でギリギリの妥協として成立しました。その

後の諸国家の解釈や実行を見ても、そうした対立の隔たりは埋まっ

ていません。ロシア・ウクライナ戦争は、1977年以来最大のハード

ケースとして、そのような対立含みの「ルール」を試練にさらし、

煮詰まっていなかった問題を再燃させています。そして、それを通

じて、第 2次大戦後の武力紛争法の発展そのものの意義を問い直し

ているとも言えます。３においてその例を示します。 

 

2 絶対的義務の明白な違反 

 ただし、そのような検討に入る前に、念のため確認しておきたい

のは、国際社会にとって武力紛争法のより重大な危機は、ブチャの

虐殺に象徴されるような、絶対的義務の、ロシアによる明白で深刻

な違反が続いていることにある点です。 

占領地住民や、敵国の権力内に置かれた捕虜および文民は、ジュ

ネーヴ諸条約上の「被保護者」です。紛争当事国は、そのような被
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保護者を保護する義務があり、これは、軍事的必要や敵対当事者の

行動に左右されない、つまり相互主義にも支配されない絶対的義務

です。API以降、ハーグ法とジュネーヴ法とを統合的に論じること

も多いですが、そのような義務の絶対的性質の観点から、両者には

違いがあります1。刑事法的アプローチが、犯罪抑止の手段として最

大限の意味を持ちうるのは、こうした絶対的義務違反に対してであ

ると考えられます。そのような重大な義務の相次ぐ違反を防ぎ得な

いことは、まさに武力紛争法の危機です。ただし、それは行動規範

としてルールに不足があることを意味しません。強行規範、対世的

義務などといわれる人道的義務の「重要性」に比べて、義務違反の

責任追及や履行確保の手段が追いついていないアンバランスさこそ

が危機なのだと考えられます。 

 

3 紛争当事者間の相互的関係の中で：伝統的論争の再燃 

３に入ります。武力紛争法の多くの規定は今日でも相互主義的に

機能します。また①紛争当事国間の平等を原則とし、各当事国が追

求する「軍事的利益」の中身は問われず、②分離原則にもとづい

て、一方当事者の Jus ad bellum上の合法・違法は、Jus in bello

の適用には影響しないとも考えられています。 

第 2次大戦後武力紛争法は大きく発展し、武力紛争法の人道化と

称されることもあります。しかし他方で、人道的利益と軍事的利益

の間で多くの苦い妥協を重ねており、成立した規則の中には、両方

の利益いずれの観点からも満足できないものが含まれます。そのよ

うな対立含みのルールを覆い隠して、当事者間の対等性が強調され

た側面があります。 

 
1 また今日では、敵対行為のアクティブなフェーズの場合と異なり、占領や拘束の下に置

かれた敵国民の取扱いは、人権条約の規律も受けると考えられます。 
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かつて民族解放闘争の正当性が強調された際には、そのようなル

ールに関する対立は先鋭化しました。同様に、侵略戦争に批判が集

まることによって、そのような妥協の前提が動揺し、武力紛争法の

発展が実は重大な問題を未解決のまま放置していること が あらた

めて示されるわけです。 

以下、いくつか例を挙げてみます。 

 

3.1 市民の動員とその帰結 

 2014 年から続くロシアとの武力紛争を受けて、ウクライナでは自

警団や義勇兵団の結成が相次ぎました。2021 年には国家レジスタン

ス基本法が制定され、それら組織を領土防衛隊、すなわち軍隊に編入

しました。国家レジスタンス基本法は、ウクライナ市民によるウクラ

イナの防衛を促進することを目的としています。2022 年 1 月の同法

改正では、市民が自発的に部隊に参加し、戦闘行為を行うことを明文

で認めました。その意味で、2 月 24 日の時点で、ウクライナ国民は

「待機中のレジスタンス」の状態にあったとも言えます。 

 さらに、侵攻開始直後から2、ウクライナ国防省は、市民に「火炎

瓶」の作り方を指南し、ロシアによる占領に備えるよう呼び掛けまし

た。また、希望する市民に銃や手榴弾を手渡しています。こうした市

民たちについては、「領土防衛隊」への編入は行われていないと言わ

れています。 

 国際的に、侵略に抵抗するウクライナ国民に対する支持の声は強

く、外国人義勇兵については傭兵に該当するのではないかという議

論はあるものの、少なくともウクライナ国民に限れば、レジスタンス

や義勇兵として戦闘に参加する市民を批判する動きはほとんどあり

 
2 What Happened on Day 3 of Russia’s Assault on Ukraine - The New York Times 

(nytimes.com)？ 

https://www.nytimes.com/live/2022/02/26/world/ukraine-russia-war#ukraine-says-it-has-slowed-russias-advance-with-the-help-of-volunteers
https://www.nytimes.com/live/2022/02/26/world/ukraine-russia-war#ukraine-says-it-has-slowed-russias-advance-with-the-help-of-volunteers
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ません。 

 しかし、そのような形で武器を取った市民にはどのような結果が

待っているのでしょうか。これは、陸戦法規法典化の最初期である

19 世紀後半から議論されてきた点です。侵略や占領軍に対する蜂起

の形で、市民が実力行使で抵抗することは、国民国家の発展により国

民の責務として認識されるようになりました。しかし他方で、そのよ

うな市民の「自然な」感情の発露も、攻め込む側にとっては占領の確

立や維持を妨げる阻害要因でしかありません。よって、抵抗や反乱

は、重罪として、即決処刑や連座罰などにより抑圧すべき対象とされ

ました。潜在的な被占領国である中小国は、そうした抵抗運動構成員

を正規軍兵士と同等に扱うよう求めました。他方、大国側は敵対行為

に参加しても処罰されない捕虜資格は、正規軍構成員に限定される

べきだと主張しました。文民を戦闘から法的に遠ざけることが彼ら

自身の安全のため重要だという、もっともらしい正当化もなされま

した。しかし、今般の戦争からも明らかなように、抵抗運動に人々を

駆り立てる感情は、法的規制によって留められるものではありませ

んでした。 

このような対立の中で、一定程度の法的発展がありました。ハーグ

陸戦規則や捕虜条約、さらに API43、44条は、一定の非正規兵や抵抗

運動もまた、軍隊構成員と同様の指揮系統、内部規律の下に置かれ、

文民と自己とを区別するような制服・徽章を身につける限り捕虜と

して扱われ、敵対行為への参加の責任を問われないこととなりまし

た。 

しかし、この戦闘員とみなされるための条件は、義勇軍や民兵組織

などが事実上 国家の正規軍に統合されているか、それに近い外観・

構成を持つことを要求しており、それは、多くの団体にとって実現不

可能でした。文言上、抵抗運動に法的保護を与えているように見えま
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すが、この「捕虜資格」「戦闘員資格」に関する保護拡張は名目的な

ものに過ぎなかったわけです。 

市民による自発的な抵抗に関して、その行動様式の非公然性や地位

の非正規性という現実を反映した「例外」を認めたのは、次の 2 つの

場合に限られました。1 つは、いわゆる群民兵です。ハーグ陸戦規則

や捕虜条約は、「占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、

正規軍を編成する」いとまがない場合に、敵に抵抗するため自発的に

武器を執る市民に、「公然と武器を携行し」「戦争法を尊重する場合

に」捕虜資格を認めました。しかし同時に、この考え方は、占領確立

後に群民兵と同様に自発的に武器を執る市民には適用されません。

群民兵の地位は、占領前の「短期間」に限って例外的に認められた、

大国側の渋々の妥協の結果でした。正規軍編成の余裕がない場合に

限って群民兵の例外を認めたという趣旨によれば、2014 年からロシ

アによる侵略またはその威嚇を受けていたウクライナにこの条文の

厳格な条件が当てはまるかどうか危ういとの指摘もあります。そし

て、ロシアによる占領が確立した後のウクライナ市民による抵抗は、

この条文の適用を受けません。 

もう 1 つの例外は API44条 3項中段の場合です。占領確立後にも適

用があります。本項の下では、敵対行為の性質に鑑みて自己と文民た

る住民を区別できない状況においては、「交戦中」および「攻撃に先

立つ軍事展開中で敵に目撃されている間」、武器を公然携行していれ

ば、捕虜となる権利は失われません。テロ攻撃を助長するとして西側

各国はこの例外を批判し、この規定が占領地において、または民族解

放闘争においてのみ適用されるという統一的解釈を示しています。

仮にこの規定がウクライナの被占領地域に適用されうるとしても、

攻撃着手の相当前から武器公然携行が求められていて、占領下住民

の抵抗にどの程度メリットがあるのか疑問はあります。 
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このように市民の抵抗運動に対する法的な保護は限定的にしか認

められなかった一方で、そのような運動を行った者が拘束された場

合にも、一定程度の人道的待遇を保障することが試みられました。有

名なのは、まさにこの問題における妥協を成立させた、いわゆるマル

テンス条項です。その他、APIでも 44条 4項で「捕虜となる権利を

失った」者も捕虜条約や API が与える保護と「同等の保護」を保障

することにしました。連座罰や被抑留者に対する復仇も禁止され、ジ

ュネーヴ諸条約共通 3 条や API75 条の手続的保障により、抵抗運動

参加者を公正な裁判によらず即決処刑することも許されません。 

 しかし、ロシア・ウクライナ戦争において問題となるのは、市民の

抵抗に対する法的構えとして、そのようなすべての人のための人道

的待遇が保障されていれば十分なのかということです。もちろんロ

シアがそのような人道的待遇を保障できているとは言い難いのです

が、政府の呼び掛けに答えて抵抗のため立ち上がったウクライナ市

民が、ロシア占領軍によって、場合によっては過酷な刑罰の対象にな

るという構図そのものが、国際社会にとって、受けいれ可能でしょう

か。人道的な処遇がいずれにしても保障されることで十分なのでし

ょうか。従来の対立は、人道的処遇や手続的保障は当然のこととし

て、「捕虜であるか、捕虜でないか」すなわち「抵抗したことそのも

のを根拠に処罰されうるか、されないか」というところに議論の核心

がありました。今回、侵略国による占領自体の不当性と抵抗運動に対

する同情を背景にして、この問題が再度突きつけられているのでは

ないでしょうか。 

 

3.2 攻囲、飢餓、人道回廊 

 次に移ります。ロシアは、ウクライナの早期降伏または政権崩壊と

いう当初のシナリオが崩れると、多くの町をとり囲み物資の供給を
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遮断する攻囲を実施しました3。それにより必然的に紛争は長期化し

ましたが、紛争長期化によりウクライナ国民の士気を下げ、西側諸国

の支援継続に疑いを生じさせることを狙ったと言われます。攻囲さ

れた町に市民が取り残されている場合、彼らが緩慢な死を迎えるこ

ととなり、人道的に看過したがいところがあります。よって、外部か

らの人道援助を確保する努力が試みられます。しかし攻囲する側に

とっては、都市への供給を完全に遮断することが攻囲を成功させる

必要条件であり、文民の欠乏も立て籠もる軍隊を降伏させるため必

要な要素です。そのため、かつては攻囲された都市から逃亡しようと

する文民を武力により押し返すことすら合法と考えられていました。 

そのような攻囲が正当な戦闘手段と考えられるのはなぜでしょう

か。まず、陸戦において都市が果たす役割が大きく、その制圧そのも

のに高い軍事的利益が認められます。しかし、防禦された拠点の制圧

には防禦側の三倍の戦力が必要とされ、攻撃側にとって大きな負担

です。さらに今日では、文民の巻き添えを最小限にする予防措置をと

りながら、建造物や地下空間の多い都市で戦闘を行うことは法的に

困難になりつつあります。よって、都市を攻略するために、かつて防

守都市に認められた無差別攻撃が行えないのであれば、大量の文民

被害を出す都市戦闘よりも、攻囲の方が「人道的」でありうるという

ロジックが今日でも成り立ちうるのです。降伏しない防禦側に責任

転嫁できるメリットもあります。 

このような攻囲の軍事的価値が各国により認められ続けているた

め、攻囲する側に文民の欠乏を緩和するための人道的義務を課す動

 
3 Ukraine war: Putin is rewriting the rules of siege warfare this winter 
(theconversation.com) 

攻囲の最も顕著な例は、2022 年 3 月から 5月にかけて行われたマリウポリのアゾフスタリ

製鉄所に対するものである。 

https://theconversation.com/ukraine-war-putin-is-rewriting-the-rules-of-siege-warfare-this-winter-193425
https://theconversation.com/ukraine-war-putin-is-rewriting-the-rules-of-siege-warfare-this-winter-193425


 9 

きは、すんなりとは進みませんでした。最初の試みとなった 1949年

の文民条約は、17 条において、攻囲戦に関する規定を設けています。

しかし、そこでは、最も脆弱な文民に限って、彼らのために協定を結

ぶよう「努める」義務が課されたに過ぎません。また 23 条では、文

民のみに宛てられた医療品、児童と妊産婦向けの食糧等の送付品の

自由通過を許可することが義務づけられました。が、そのように限定

された人道支援すら、送付により物資生産に余裕が生まれて敵国が

経済的軍事的利益を受ける場合には拒否できます。APIでも 70条が

文民条約を補完していますが、救済活動は関係締約国の同意を条件

とすることが明記されています4。APIでは、さらに 54条が「戦闘の

方法として文民を飢餓の状態に置くこと」を禁止しています。しか

し、文民を欠乏させる目的で飢餓状態を意図的に作ることが禁止さ

れる以上に、どのような義務を攻囲側に課すのかは不明確なままで

す。例えば軍隊を降伏させるための攻囲に付随する文民の飢餓、さら

に人道支援の通過を軍事的観点から拒否することまで禁止している

のか、疑問が残ります5。 

ただし、人道的観点から、次のようにも主張されてきました。つま

り文民条約や APIの下では、「救済活動」「送付品」などの受け入れを

攻囲側が拒否する場合には、差し迫った重大な理由により受入不可

能であることが示されなければならず、実質的に支援受入は義務的

になるというものです。人道回廊の設定や人道援助などを中立的組

織が提案する場合に、それが文民のみを宛先とし、適正に分配される

保障があれば、攻囲軍にとって、「拒否」する理由は存在せず、むし

 
4 占領地は例外。69 条では関係国の同意は規定されず。攻囲対象地域は占領地域ではな

い。 
5 ICC 規程も 8条 2項 b xxv(25)号で飢餓状態を故意に利用することを戦争犯罪とするが、

mens rea の立証には高いハードルがある。 
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ろ提案を拒否することが文民の飢餓を作り出す意図の証明にもなる

からです。確かに、攻囲側が合理的で誠実であれば、攻囲の目的と人

道的必要のバランスを考慮して、必要な支援を認めることはありう

るでしょう。また、誠実な防禦側であれば、文民を却って危機にさら

すような形で、人道支援や人道回廊を軍事的に濫用することは差し

控えるでしょう。 

その意味で、現在の攻囲に対する人道的規制は、攻囲側と防禦側に

誠実さが見込めることを前提にしています。今般のウクライナの状

況は、そのような前提が常に充足されるとは限らないことを証明し

ているのかもしれません。 

 

3.3 攻撃される側の義務？ 

 第三に触れるのは予防措置です。ロシア・ウクライナ戦争は、火力

を大量動員できる、ほぼ対等な当事国が対峙する武力紛争であり、規

模において第 2 次大戦後最大の武力紛争と言われます。また、両当

事国ともに API の加盟国です。よって、戦闘の方法手段に関する現

代武力紛争法の規定の意義を問い直す機会になっています。特に、

API において大いに発展した 57 条および 58 条の予防措置に関する

規定の適用について、貴重なテストケースだと言えるでしょう。 

API 57 条は、軍事行動に際して「攻撃の影響から文民等を守るた

め不断の注意を払う義務」を課しています。このような注意義務の程

度を高めれば高めるほど、文民の巻き添えを減らすことができるは

ずです。が、逆に攻撃を受ける側が文民を盾として利用するインセン

ティブとなる可能性があります。したがって、被・攻撃側にも一定の

責任を負わせるのでない限り、攻撃側を一方的に不利な立場に置く

ことになります。義務の性質上、攻撃側が予防措置をとる義務は「実

行可能な」範囲にとどまります。が、被攻撃側が責任を果たさない場
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合に、予防措置の「実行可能性」は著しく低下することになります。 

 攻撃の際の予防措置は、こうした本質的ジレンマ状態にあります。

これは、ロシア・ウクライナ戦争においても顕在化しています。例え

ば、Amnesty Internationalが昨年 8月に公表した報告書は、ウクラ

イナ軍が文民居住区から攻撃を行うことで、文民を危機にさらして

いると批判しました。同報告書は、だからといってロシアによる無差

別攻撃が正当化されるわけではないとも指摘していました。しかし、

この報告書の内容は、ロシアのプロパガンダに利用されるなどと猛

烈な批判にさらされることになりました。資料にも示した Twitter上

の言説は、アムネスティによるナイーブな批判が「侵略・圧政と戦う

権利を害する」と言っています。そうした批判は、古典的クリシェの

感もありますが、広く支持されたように思われる。 

果たして付随的損害を最小限にする予防措置は誰の責任なのでし

ょうか。ゼレンスキー大統領は、「この報告書は、文民の被害に関す

る責任を、侵略国から被害国にシフトさせるもの」だと批判しまし

た。が、もとより予防措置に関する責任は、いずれか一方の当事者の

みに課されるものではありません。攻撃側と被攻撃側の両者に責任

が課されるはずであり、そのバランスが難題だったわけです。APIの

条文上、攻撃側は、軍事的利益に比較して過度な巻き添えが予測され

る場合には「攻撃中止」が求められています。しかし、被攻撃側は、

文民等と軍事目標とを区別するために「実行可能な最大限度まで」

「努力する義務」が課されているに過ぎません6。何よりも、攻撃を

受ける側が区別義務に違反しても、攻撃側の予防措置の義務履行に

は影響しないことが明言されています。この点が、被・攻撃側に有利

 
6 さらにその努力義務についてすら、「自国防衛の権利」の優越がいくつかの国により留保

されているオーストリア、スイスが留保。起草過程では、スイス、イタリア、韓国、カメ

ルーンが主張。 
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な条文であると批判されてきました。 

他の武力紛争において、攻撃側の軍事的利益について一定程度の正

当性が共有されたなら、それを阻害する被・攻撃側の文民巻き込む戦

術は問題視されたでしょう。しかしそうでないロシア・ウクライナ戦

争のような場合には、被攻撃側が有利になる条文上の不均衡はそれ

ほど問題視されていないように見えます。APIの起草過程では、民族

解放闘争の優越性が強調され過ぎて、予防措置を取る義務の相互性

や当事者の責任の平等な負担が確保されない点が問題になりました。

同じ構図がいわば主客（しゅきゃく）入れ替えて生じているわけで

す。 

 

4 「新しい」問題：本当の危機？ 

 以上に見たように、この戦争では、多くの古典的争点が問い直され

ています。しかし、その一方で「新しい」問題が生じていないわけで

はありません。戦争を取り巻く現代的な事象が、既存の武力紛争法の

前提を揺るがす事態も予想されます。最後にそのような新しい問題

を紹介したいと思います。 

 

4.1 情報の遍在する戦場（Data-rich Battlefield） 

 まず指摘されるのは、2020 年代の戦場では情報があふれ、情報の

重要性が決定的に高まっていることです。今日では、第 1 に軍隊の

ネットワーク化が進んでおり、軍隊の位置情報などのリアルタイム

な情報共有が軍事的効率を飛躍的に高めています。そのように共有

される「情報そのもの」の価値もまた高まり、その反面、かかる情報

が敵の手に渡ることによるリスクも高まっています。第 2 に、あら

ゆる「モノ」のネットワーク化（すなわち IoT）、ドローンの汎用化、

スマートフォン、特に GPSの普及、SNSの発達などによって、敵に関
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する情報の獲得が容易になり、それがいち早く拡散共有される状況

にあります。今回の戦争でそれが顕著に表れたのは、資料に掲げた新

聞記事が報じる攻撃通報アプリ（ePPO）です。報道によると、市民が

ワンクリックで、飛来する無人機やミサイルの位置を即時に通報す

ることが出来るようになり、それが実際にウクライナ軍による迎撃

に直接利用できる精度であることが特徴です。このような市民によ

る情報提供やその他の公開情報（OSINT）の分析による協力は、国の

内外を問わず行われており、サイバー義勇兵を含めた膨大な数の文

民が 24時間アラート体制にあると言えます。 

このような情報の遍在する戦場は、武力紛争法の適用上問題になり

ます。第 1 に、市民による敵対行為への直接参加（いわゆる DPH）を

助長します。もちろん市民が情報提供により軍隊に協力する例は昔

からありました。提供された情報が具体的な軍事行動に直接利用さ

れれば、それは DPHに該当し、当該市民は、DPHを行っている間、攻

撃からの保護を失います。このような DPH と文民としての攻撃から

の保護との間を行き来する現象は「保護の回転ドア」として問題とさ

れてきました。ePPO などのアプリは、回転ドアの高速化、さらには

ステルス化をもたらしています。もちろん当該文民は、DPHを行って

いる間に限って攻撃からの保護を失うので、ePPO を利用しても、ア

プリの操作をする間にロシア軍により攻撃される現実のリスクはそ

れほど高くないと思われます。問題は、「すべての住民」が「Web セ

ントリック戦争」に徴兵されているに等しいというロジックをロシ

アが利用するだろうということです7。 

また、こうした傾向が強まることで、敵側は、市民の目に見える情

 
7 現に、ウクライナ国内で行われているロシア兵の戦争犯罪裁判で、最初に訴追されたシ

シマリン事件は、沿道で携帯電話で通話している文民をみたロシア兵が、敵に通報されて

いると「誤解して」射殺したというものであり、危険は顕在化している。 
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報を攪乱させ、さらに情報伝播を歪めることを益々重視して、「欺瞞」

行動を増加させることが考えられます。このような偽計や欺瞞は、洋

の東西を問わず有史以来行われており、武力紛争法もそれ自体を禁

止しているわけではありません。API 37 条において、背信行為が禁

止されますが、この禁止は武力紛法上保護の義務があると信頼させ、

それを裏切る形で利用して敵を殺傷、捕獲する場合に限られます。こ

のように狭く限定された禁止が、情報の遍在する今日の戦場におい

て人道的保護確保のため必要な範囲をカバーしているかどうか疑問

の余地があります。 

情報にあふれた戦場と欺瞞行為の増加の結果として、最も懸念され

ることは、文民と戦闘員の区別が曖昧化されることだと考えられま

す。さらに、突きつめて考えると、武力紛争法がカテゴリカルに文

民を保護対象とする根拠は、文民が全般的に軍事的に無能であるこ

と、敵を害する能力が戦闘員に比べて著しく低く、大した脅威をもた

らさないことにあったわけですから、スマホを手にした文民がだれ

でも有能なセンサーの役割を果たしうるとなると、文民が保護され

るべき存在だという前提を損なわせる可能性もあります。そのよう

に予測しても決して大げさとは言えないでしょう。 

 

4.2 認知戦・ハイブリッド戦における武力紛争法 

 最初に申し上げたように、ロシアは近年「ハイブリッド戦」や、偽

情報により国際世論（よろん）を混乱させ自国に有利な状況をつくる

「認知戦」を重視してきました。今回の戦争でも、伝統的な戦争手法

とともに、このような戦闘手法も用いられています。 

そのようなアプローチが武力紛争法にどのような影響を与えるか、

評価が難しいところです。ここでは、かかる手法を用いることで、武

力紛争法に基づいた正当化が放棄される傾向、および、その帰結に注



 15 

意をうながしておきたいと思います。ハイブリッド戦の一環とされ

る法律戦、いわゆる lawfareにより、武力紛争法の「違反」は、従来

よりもセンシティブに議論されます。しかし、そのような違反の指摘

があった際、武力紛争法上の要件該当性や例外であることを主張す

るのではなく、違反に関わる事実を否定すること、さらには「フェイ

クニュース」によって事実を歪曲することで、批判をまるごと否定す

る傾向が強まっている印象があります。今回の戦争でロシアが行っ

ているように、「特別軍事作戦」であるという「偽造された事実」に

基づく武力紛争法の適用拒否、または「差別適用」の主張は、このよ

うな傾向がもたらす直接の危険と言えます。さらに、このような認知

戦の傾向が強まることは、法的議論の前提となる事実認定を不可能

にし、国際法の発展に必要な法的対話を妨げ、国家実行そのものの

信頼性を損なうことになります。 

また、ハイブリッド戦や認知戦において国家が達成しようとする

「利益」は、伝統的な武力紛争法が認める軍事的利益、すなわち「最

大多数の戦闘員を戦闘外に置くこと」とは異なる場合があります。軍

事的利益と人道的利益との間で見出されてきた、これまでの武力紛

争法の「均衡点」は、軍事的勝利とは別の非伝統的な「利益」を考慮

することで変化するかもしれません。ハイブリッド戦的な、戦時と平

時、軍事と政治、正規軍とそれ以外の軍事組織などの区別が曖昧に

される傾向を踏まえると、そのようにして生じる均衡点の「移動」が、

今日まで武力紛争法により達成された状況よりも、人道的に好まし

い方向に向かうとは考えられません8。その点が大変危惧されるとこ

ろです。 

 

 
8 例えば、Targeted Killing標的殺害などの実行も、同様の傾向を意味しているかもしれ

ない。 
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5 結語 

 以上、今回の戦争が再燃させた課題や新しいあり得る課題を雑然

と羅列して参りました。最後に何点か結語めいたことを指摘して、答

えのない質問ばかりをならべたこの報告を締め括りたいと思います。 

まず、ハイブリッド戦や認知戦の手法を駆使する当事者に対処する

ため、何が求められているか。そうした武力紛争法の根本を切り崩す

かのような「やり口」に対しては、武力紛争法の強靱性の確保が求め

られると指摘されています。法の強靱性は、何よりも違反者に対する

セレクティビティを排した普遍的な責任追及とともに、自国の行動

に関する法的準備体制（preparedness）の確立、指揮命令における透

明性と説明責任の確保など、いわば「こちら側」の地道な努力も必要

としています。 

また、国際法の強靱性との関連で、ウクライナの事態に対して、様々

なレベルで試みられている、刑事法的抑止・制裁の意義を強調するべ

きでしょう。正義と平和の相克という単純化は危険でありますが、

「刑事化」した国際法が、武力紛争法の適用確保に必要な平等適用原

則や相互主義と適切に折り合うことができるのか今後、慎重な観察

が必要です。 

 最後に、ロシアの側でもウクライナとその支援国の側でも、今般の

戦争を中立的対応が不可能な戦争と見なす傾向があります。そのこ

とが、武力紛争法の根源的基盤というべき「法としての中立性」を揺

るがすのではないか懸念されるところです。例えば、ロシア領域・占

領地内でロシアの同意の下に行動しようとした ICRCや、ロシアのみ

ならずウクライナ側の戦闘方法も問題視したアムネスティ・インタ

ーナショナルには、一時的とは言え、世界から批判が向けられまし

た。今般の戦争が、「中立」的立場が存在し得ない戦争なのだとする

と、現実的に、武力紛争法の適用は著しく困難となります。シュミッ
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トが言う「囲い込み不可能な殲滅戦」の世界です。しかし他方で、今

般の戦争においても、紛争当事国の間に武力紛争法が適用されるこ

とは、一応の前提とされているところであり、侵略国と被害国の間

にも「武力紛争法を通じた共存」の余地はあるようにも思われます。

侵略に関するロシアやその指導者の重大な責任を追及しつつ、その

ような共存の余地を駆逐しないようにする均衡点を見出すことが、

国際法の将来にとって大きな課題となると思われます。 


